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報

(

定
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中
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県
告
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五
百
三
十
七
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の
訂
正

(

漁
業
調
整
室)

…
…
…
四

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
五
十
二
号)

(

行
政
管
理
室)

一

改
正
の
要
旨

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例

(

以
下

｢

特
例
条
例｣

と
い
う
。)

の
一

部
改
正
に
伴
い
、
特
例
条
例
第
二
条
の
表
第
十
一
号
の
三
の
規
定
に
よ
り
市
町
が
処
理
す
る
県
道
の
維

持
修
繕
の
対
象
と
な
る
道
路
を
追
加
す
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
六
月
一
日

★

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

規
則
第
五
十
三
号)

(

青
少
年
・

地
域
安
全
室)

一

改
正
の
要
旨

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
深
夜
興
行
場
等
へ
の
立
入
制
限
の
対
象
に
個

室
又
は
他
か
ら
見
通
す
こ
と
が
困
難
な
区
画
を
設
け
て
い
る
ま
ん
が
喫
茶
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ

を
追
加
し
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
七
月
一
日

規規規

則則則

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
五
十
二
号

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
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め
る
規
則

(

平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
の
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
五
十
三
号

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則

(

平
成
四
年
広
島
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

歌
唱
さ
せ
る
営
業
を
営
む
者｣

の
下
に

｢

及
び
個
室
又
は
他
か
ら
見
通
す
こ
と
が
困

難
な
区
画
に
お
い
て
客
に
図
書
類
を
閲
覧
若
し
く
は
視
聴
さ
せ
、
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
を
さ
せ
る

営
業
を
営
む
者｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

狂
犬
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
狂
犬
病
予
防

技
術
員
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

指
定
番
号

氏

名

住

所

第
百
十
四
号

岡

田

章

三

三
原
市
本
郷
町
本
郷
一
〇
六
六
番
地
一
五

広
島
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
六
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平成18年 5月25日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 4号
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四

削
除

大
崎
上
島
循
環
線
、
大
西
大
西
港
線
、
大
田
木
ノ
江
線

呉
平
谷
線
、
瀬
野
呉
線
、
津
江
八
本
松
線

高
田
沖
美
江
田
島
線
、
江
田
島
大
柿
線
、
大
君
深
江
線
、
石
風
呂
切
串
線
、
鷲
部
小

用
線
、
秋
月
飛
渡
瀬
線
、
深
江
柿
浦
線

甲
田
作
木
線
、
吉
田
邑
南
線
、
世
羅
甲
田
線
、
千
代
田
八
千
代
線
、
東
広
島
向
原
線
、

邑
南
高
宮
線
、
三
次
江
津
線
、
下
北
甲
田
線
、
吉
田
口
停
車
場
線
、
上
入
江
吉
田
線
、

勝
田
吉
田
線
、
浅
塚
横
田
線
、
金
屋
壬
生
線
、
北
船
木
線
、
中
北
川
根
線
、
船
木
上

福
田
線
、
原
田
吉
田
線
、
古
屋
吉
田
線
、
志
和
口
向
原
線
、
羽
出
庭
向
原
線

大
竹
湯
来
線
、
大
竹
美
和
線(

弥
栄
大
橋
を
除
く
。)

、
乙
瀬
小
方
線(

乙
瀬
橋
を
除

く
。)

、
玖
波
停
車
場
線
、
大
竹
停
車
場
線
、
栗
谷
大
野
線
、
栗
谷
河
津
原
線

三
次
大
和
線
、
甲
山
甲
奴
上
市
線
、
世
羅
甲
田
線
、
府
中
世
羅
三
和
線
、
三
次
庄
原

線
、
三
次
三
和
線
、
三
良
坂
総
領
線
、
三
次
江
津
線
、
三
和
大
和
線
、
新
市
三
次
線
、

甲
奴
停
車
場
線
、
吉
舎
停
車
場
線
、
三
良
坂
停
車
場
線
、
塩
町
停
車
場
線
、
志
和
地

停
車
場
線
、
三
次
停
車
場
線
、
神
杉
停
車
場
線
、
別
迫
上
下
線
、
梶
田
三
良
坂
線
、

太
郎
丸
吉
舎
線
、
宇
賀
矢
野
線
、
宇
賀
安
田
線
、
若
屋
秋
町
線
、
糸
井
塩
町
線
、
和

知
塩
町
線
、
青
河
江
田
川
之
内
線
、
和
知
三
次
線
、
木
呂
田
本
郷
線
、
香
淀
三
次
線
、

大
津
横
谷
線
、
羽
出
庭
向
原
線
、
羽
出
庭
三
良
坂
線
、
七
塚
三
良
坂
線
、
下
門
田
泉

吉
田
線
、
三
次
イ
ン
タ
ー
線

三
原
竹
原
線
、
吉
名
停
車
場
線
、
大
乗
停
車
場
線
、
竹
原
港
線
、
上
三
永
竹
原
線
、

造
賀
田
万
里
線
、
南
方
竹
原
線
、
竹
原
吉
名
線

路

線

名

大
崎
上
島
町

熊
野
町

江
田
島
市

安
芸
高
田
市

大
竹
市

三
次
市

竹
原
市

市
町
名

一
般
国
道
四
三

二
号 路

線

名

東
広
島
市
河
内
町
上
河
内
字
真
城
山
一
八
二
番
地
先
か
ら

東
広
島
市
河
内
町
上
河
内
字
虚
空
崎
一
四
五
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
五
月
二

五
日 供

用
開
始
の
期
日

(定期)



平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
尾
道
市
か
ら
備
後
圏
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
四
十
一
号
向
島
町
ご
み
処
理
場
の

変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
都
市

部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
尾
道
市
か
ら
備
後
圏
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

尾
道
市
向
島
町
字
土
井
ノ
下
七
六
六
六
番
、
七
六
六
七
番
、
七
六
六
六
番
地
先
道
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

尾
道
市
向
島
町
七
四
九
一
番
地
一

土
本

昇

次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
長

山

本

敏

昭

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

換
地
処
分
年
月
日

広
島
市

三
田
東

区
画
整
理
事
業

平
成
一
八
・
五
・
一
六

次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長

旗

手

清

文

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

換
地
処
分
年
月
日

神
石
高
原
町

飯

山

区
画
整
理
事
業

平
成
一
八
・
五
・
一

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
五
日

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長

旗

手

清

文

事

業

主

体

地
区
名

事

業

名

完

了

年

月

日

福
山
市
土
地
改
良
区

土

壁

区
画
整
理
事
業

平
成
一
八
・
四
・
二
八

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

39号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。
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3

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ビ
ジ
ネ

ス
サ
ポ
ー
ト
・

Ｂ
ｉ
ｎ
ｇ
ｏ

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

藤
本�
樹

代
表
者
の
氏

名

広
島
県
福
山
市

千
田
町
千
田
四

一
二
三
番
地

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
企
業
・
地
域

社
会
・
市
民
に
対
し
て
、
永

年
の
企
業
活
動
を
通
し
て
培
っ

た
Ｏ
Ｂ
人
材
の
知
識
、
経
験
、

技
術
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し

て
、
地
域
産
業
が
抱
え
て
い

る
課
題
を
、
経
営
か
ら
技
術

面
ま
で
幅
広
く
支
援
し
、
地

域
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進

と
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
追
加

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年

五
月
一
六
日

申
請
年
月
日

(定期)(定期)(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

平
成

18年
５
月

25日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
五
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)
第
三
十
三
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

(

漁
船
保
険
義
務
加
入
事
前
届
出
に
伴
う
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
漁
業
調
整
室
長

平成18年 5月25日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 4号

4

6S
0034

検
定

番
号

告
示
の
日

(平
成

18年
５
月

2
5
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

カ
ク
ト
ウ

ゲ
キ
セ
ン

ク
１

型
式
名

株
式
会
社
エ
レ
コ

代
表
取
締
役
福
田
貞
夫

(東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁

目
１
番
地

25)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

五 五 五
ペ
ー
ジ

下 上 上 段

後
ろ
か
ら

二
四

後
ろ
か
ら

三 後
ろ
か
ら

二
一 行

花

高

正

徳

吉

川

春

峰

〃

〃

〃

三－

二
一－

一
七

誤

岡

崎

康

則

吉

川

晴

峰

〃

〃

〃

三－

二
一－

二
七

正

(定期)(号外)(定期)


